
１）住宅耐震化の促進に関する
取組みについて
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■ 豊橋市建築物耐震改修促進計画の変遷

●平成20年３⽉策定 計画期間︓〜平成27年度まで
住宅の耐震化率 平成15年9⽉時点 78.8％ ⇒ ⽬標︓H27年度までに 90％

●平成26年３⽉⼀部改定 計画期間︓〜平成32年度まで
住宅の耐震化率 平成25年4⽉時点 87.4％ ⇒ ⽬標︓H32年度までに 95％
結果︓令和２年度時点の住宅の耐震化率は91.0％（⽊造住宅︓86.0％）と、

目標には到達しませんでした。

●計画期間終了に伴い令和３年３⽉策定 計画期間︓〜令和7年度まで
国や愛知県の住宅の耐震化率⽬標を踏まえ、あらためて住宅の耐震化率の

目標を「令和７年度までに95％」としました。

豊橋市では、これまで、建築物の耐震改修の促進に関する法律
第６条の規定に基づき、「耐震改修促進計画」を定めて、住宅の耐
震化に努めてきました。
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■ 令和３年３⽉策定 豊橋市建築物耐震改修
促進計画2021-2025（概要版）
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■ 令和３年３⽉策定 豊橋市建築物耐震改修
促進計画2021-2025（概要版）
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■ 住宅の耐震化の現状（令和２年度時点）

分類 全数
新耐震の住宅
（耐震性あ
り）①

旧耐震の住宅 耐震性のある住
宅

①+②

割合
（耐震化率）
（①+②）
/全数

耐震性あり
②

耐震性な
し

木造 85,140 60,690 12,500 11,950 73,190 86.0％

木造以外 63,340 53,640 8,240 1,460 61,880 97.7％

合計 148,480 114,330 20,740 13,410 135,070 91.0％

住宅の耐震化率（令和２年度時点）
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■ ⽊造住宅の補助実績の現状

●木造住宅耐震診断補助事業の実績（H14～R4）
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■ ⽊造住宅の補助実績の現状
●木造住宅耐震改修費補助金の実績（H15～R4）
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■ 住宅の耐震化の目標

住宅の耐震化率
R2︓91.0% ➡ R7︓95%

R2〜R7年度の補助実績
（改修+解体）の目標330⼾
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■ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
〜国の新制度「住宅耐震化に係る総合支援メニュー」との同調〜

●平成29年４⽉策定 計画期間︓〜平成32年度まで
緊急耐震重点区域（10小学校区）を指定し、重点的に耐震化に取り組
むことにより、当該区域内の耐震改修補助費に限り補助30万円加算

●平成30年４⽉⼀部改定 計画期間︓〜平成32年度まで
緊急耐震重点区域における取組みを、全市的な取組みとして改定

●令和３年４⽉策定 計画期間︓〜令和７年度まで
引き続き、平成30年度策定アクションプログラムの取組内容を実施。
その中で、耐震化と共に減災化の啓発を強化
＜取組内容＞

① ⼾別訪問など住宅所有者に対し直接的に耐震化を促す取組
② 耐震診断を⽀援した住宅に対して耐震改修を促す取組
③ 改修事業者等の技術⼒向上を図る取組、住宅所有者から事業

者等への接触が容易となる取組
④ 耐震化の必要性に係る周知・普及
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■ 愛知県の耐震化促進に関する動向

●愛知県建築物耐震改修促進計画 －あいち建築減災プラン
2030－（令和３年３⽉策定）（以下「県促進計画」）

・計画期間終了に伴い、新たに策定。計画期間︓〜令和12年度まで
・住宅の耐震化率︓令和７年度までに「95％」、令和12年度までに「概ね解消」

●耐震改修Ｎ倍プロジェクト（〜愛知県＋県内市町村による耐震改修
実績 Ｎ倍に 向けた普及・啓発の取組み〜）

・住宅耐震化率の⽬標達成に向け、県内市町村が住宅の耐震改修に関する
⽬標を定め、愛知県が中心となって耐震化促進に関する情報共有と市町村・
事業者に対する⽀援を⾏うもの
・引き続き県及び市町村で実施（今後⽬標の設定予定）

●第４版 愛知県⽊造住宅耐震診断マニュアルの⼀部修正
・診断報告書ver4.1.2をver4.1.3に変更
〈報告書〉・表紙 耐震診断員の押印不要等

※各自推進協議会のＨＰで確認してください。
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■ 建築関係団体との連携
●公益社団法人愛知建築士会や公益社団法人愛知県

建築士事務所協会と協働し、住宅の耐震促進を実施
●愛知県建築物地震対策推進協議会（推進協）

・耐震改修推進事業者推奨制度
耐震改修事業に意欲的な事業者を抽出し、耐震診断実施者

に対するリストの提示。
⇒ 推進事業者リストの公表（設計者・施工者）

・耐震改修推進のための講習会の開催
・耐震改修推進事業者が活用できるツール・チラシ等の作成

●愛知建築地災害軽減システム研究協議会（減災協）
・安価な耐震改修工法講習会の開催

11



■ あいち耐震改修推進事業者の登録・推奨
〜耐震改修事業者等の技術⼒向上を図る取組み

住宅所有者から改修事業者への接触が容易となる取組〜

 愛知県建築物地震対策推進協議会（推進協）が、⼀定の要件
を満たす事業者を「耐震改修推進事業者」として登録・公表。

 県内の市町村窓口やホームページ等で⼀般に案内。

『あいち耐震改修推進事業者』とは。。。
○ 設計者と施工者との連携

・ 設計者（建築士事務所等）と連携する工務店等
・ 設計者が所属する工務店等

○ 耐震改修に意欲的
○ 安価な改修計画・改修工法を用いた耐震改修が可能
○ 耐震改修技術講習会等への定期受講
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耐震改修を推進するためのツール（イメージ）
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■ ⽊造住宅無料耐震診断
〜耐震診断により倒壊危険性を把握し、所有者に対し耐震改修等
のアドバイスを⾏うことにより住宅耐震化の促進を図る〜

対象となる建物
１．昭和56年５⽉31日以前に着工された建物
２．⽊造の在来工法・伝統工法の建物
３．⼀⼾建て住宅、店舗等併⽤住宅（住宅の部分が1/2以上

のもの）、⻑屋、共同住宅 （※ 貸家を含む。）
４．現在居住している建物、居住予定のある建物

（住む予定のない空き家、取りこわし予定の建物は対象外）
※ ツーバイフォー、プレファブ工法、⽊造以外は対象外。
※ 申し込みは建物所有者に限る。
※ 貸家の場合は、入居者の同意が必要。
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業 務 〜H29 現在（H30〜）
申し込み － ◀ 耐震改修工事の実施意向の聞取り (市)

業務依頼
愛知建築士会に業務委託
耐震診断員への依頼につい
ては豊橋⽀部で調整

◀
耐震診断業務の実施に際し、申請者の
耐震改修工事の実施意向に関する情報
を提供 （市）

現地調査 愛知県⽊造耐震診断マ
ニュアル ◀

診断結果に応じた具体的な耐震改修アド
バイスなど、積極的な啓発により耐震化を
促進 （県）
・補強計画の提案
・概算工事費の提示

報告書
作成 ⼀般診断法 ◀

結果報告 診断結果説明 ◀

アドバイス
⼀般的な補強方法の説明
概算工事費
補助制度等説明

◀

耐震改修 求めに応じ受注可 ◀ ＋ 受注努⼒
(市):豊橋市独自の取組みを追加。(県):H30年度の愛知県⽊造耐震診断マニュアルの⾒直しにより追加。

耐震診断業務の流れ

診断業務を営業の機会と捉え受注につなげる 住宅耐震化の促進19



参考
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【耐震診断マニュアルの解説】

無料耐震診断業務 耐震改修設計業務

耐震診断員は、愛知県⽊造住宅耐震診断員
登録要綱第8条第3項に違背しない範囲に
おいて、旧基準⽊造住宅について耐震化の
促進に努めるものとする。（要綱第8条第4
項）

耐震診断
（⼀般診断）

診断結果の報告

◎補強アドバイス
・概算工事費提示
・補強計画の

イメージの説明
（マニュアルP.13)

耐震改修補助
所得税の控除等の説明
減災化促進
（マニュアルP.15）

耐震改修工事を
行うよう積極的に
働きかけること。
（マニュアルP.15)

無料耐震診断業務を終えた後に、
具体的な補強方法の提案を求めら
れた場合には、『区切り』を明確に
した上で対応可

補強計画
補強設計

■耐震診断から耐震改修へのつなぎの強化

耐震診断員

補強計画︓改修設計の⽴案
補強設計︓実施設計図及び⾒積書の作成
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これで、
１）住宅耐震化の促進に関する取組みについて
の説明を終わります。
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